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研究要旨  

地域包括ケアシステムの構築の一環として地域ケア会議の実施が介護保険法制度上に

位置づけられ、各自治体・保険者には、地域ケア会議を通じた多職種協働によるケアマ

ネジメント支援、地域づくり・政策形成につなげるための地域課題の把握等が求められ

ている。また、自治体においては、各種施策の効率的な実施・推進において、エビデン

スデータに基づく取り組みの重要性も増している。こうしたことを背景に、本研究は、

全国の自治体において、地域包括ケアの構築にむけていかなるエビデンスデータがどの

程度活用されているのかという観点から、地域課題の把握機能を付与された地域ケア会

議等における客観的データの活用実態を把握することを目的とした。具体的には、全国

の市町村自治体への悉皆アンケート調査として、「地域ケア会議等における客観的データ

の活用に関する調査」を実施した（2015 年 1 月）。 

実態調査の結果、以下が確認された。個別ケース検討レベルの地域ケア会議では、保

健医療情報の共有は概ねなされているが、共有されていない自治体も無視できない割合

に上る。また、共有内容に関して、主治医との情報共有に課題があり、特定健診・特定

保健指導の情報は活用されていない。地域課題検討レベルの地域ケア会議は、開催が 4

割程度であり、地域課題の把握分析に客観的データを参照しているのは、そのうち 3 割

未満と非常に限られていた。地域支援事業における課題把握分析において、エビデンス

データの活用が比較的進んでいるのは、介護予防と認知症施策であり、データ活用が進

んでいないのは、医療・介護連携および生活支援であった。ＫＤＢの活用について、地

域ケア会議における活用は、現時点で、ほとんどなされていなかった（10 自治体未満）。

自治体の約半数は「関心はあるが活用イメージわかない」状況であった。個人情報活用

の制約については、制約がないという回答は 2 割未満であり、多くが未検討であり、有

効に活用できる条件整備が現状では整っていないことも明らかとなった。 

「地域ケア会議」を活用した自治体の政策形成プロセスは、とりわけ「地域課題の検

討レベル」での機能が十分に発揮されておらず、また、エビデンスデータの活用が普及

していない状況が確認された。特に、医療・介護連携の分野でのデータ活用は今後の課

題であり、エビデンスデータ活用に関する具体的手法の提示等、自治体へのサポートが

必要である。 
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A. 研究目的 

本研究は、全国の自治体において、地域

包括ケアの構築にむけていかなるエビデン

スデータ（根拠となる事象的データ）がど

の程度活用されているのかという観点から、

地域課題の把握機能を付与された地域ケア

会議等における客観的データの活用実態を

把握することである。 

日本の介護・医療政策は地域包括ケアの

実現をめざし、自治体には地域包括ケアシ

ステムの構築が求められている。第５期介

護保険事業計画（H24～H26）の策定では、

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、能

力に応じて自立した日常生活を営めるよう、

「地域包括ケアシステム」の構築が求めら

れている。 

地域包括ケアシステムは、介護、予防(保

健)、医療、生活支援、住まいの５つのサー

ビスを一体的に提供するという考え方を基

本としつつ、各地域の高齢者や高齢者を取

り巻く地域事情・特性を反映したローカル

なサービス提供システムである。これは、

ケアの統合に関する国際的な潮流をふまえ

ると、統合ケア(integrated care)と地域に

根差したケア(community based care)とい

う異なる側面の同時達成を目指す、国際的

にもユニークな取り組みといえる。自治体

には、設定した地域圏域に相応しいシステ

ムの構築が求められている。その内容とし

ては、単に地域包括支援センターを設置す

れば実現するものではなく、保険者として

日常生活圏域単位でのニーズの把握とビジ

ョンの設定、ビジョン実現にむけたマネジ

メント能力が、強く問われるようになった

と言える。 

そのシステムを構築する自治体のマネジ

メント機能を強化するために、2011-12 年

の介護保険制度改革では、自治体（保険者）

による地域ケア会議の実施が介護保険法の

なかで制度的に位置づけられ、各自治体・

保険者には、地域ケア会議を通じた多職種

協働によるケアマネジメント支援、地域づ

くり・政策形成につなげるための地域課題

の把握等が求められるようになった。さら

に、2014 年「地域における医療及び介護の

総合的な確保を推進するための関係法律の

整備等に関する法律」のもとで、自治体の

地域生活支援事業における医療介護連携の

推進、および、介護予防施策と要支援者に

対する予防給付マネジメントとの統合が政

策目標として明示されるなど、自治体の地

域包括ケアシステムの管理運営において保

健・医療・介護の統合を効率的効果的に実

施することへの要請は、さらに高まってき

ている。 

 こうした政策的要請がある一方、その推

進に関する方法論の開発は遅れている。と

りわけ、地域包括ケアシステムをエビデン

スデータに基づき構築する方法論は、未だ

十分に開拓されていない領域である。全国

的な実態概況、および先進事例の把握分析

を組み合わせ、エビデンスデータを活用し

たシステム構築のモデル化を行うことは、

今後の地域包括ケアシステムの普及という

観点から実践的にも理論的にも意義の高い

ものである。 

 

B. 研究方法 

全国の市町村自治体への悉皆アンケート

調査として、「地域ケア会議等における客観

的データの活用に関する調査」を実施した。 
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対象：全市町村（市 790、特別区 23、町

745、村 183、合計 1,741（2014 年 4月時点））

の地域包括ケア（地域ケア会議）運営担当

課のうち調査協力の得られたもの。 

実施期間：2015年1月（1月末〆切） 

方法：自記式郵送アンケート調査。

記入者は「地域ケア会議」開催運営の

担当職員。 

把握事項：１.「地域ケア会議の運営

体制（会議運営の中核となる地域包括

支援センターの設置形態・数、タイプ

別の会議開催状況）」、２．「個別ケ

ース検討タイプにおけるアセスメント

情報の標準化と共有、保健医療情報の

把握実態、保健医療データベースの認

知と活用（国保データベース（KDB）を

含む）」、３．「地域支援事業の取組

状況」、４．「地域課題の検討タイプ

における客観的情報・データの参照状

況（国保データベース（KDB）を含む）」。 

分析方法：統計解析ソフトを用いて

分析する。本年度は、各設問の単純集

計による概況整理を中心とする。次年

度以降、地域包括支援センターの運営

体制や地域ケア会議の開催形態・開催

状況との関連や、地域支援事業の取組

み状況と、地域ケア会議における「保

健医療データベースの認知や客観的情

報・データの参照状況との関連等を、

クロス集計等により把握する。 

 

C. 研究結果 

全国の市町村621から返答を得た（回

収率35.7%）。 

 

0.自治体の基本属性 

10万人未満の市が39.0%、町村37.4％、

両者で76.4％を占めた(表1)。 

アンケート調査については、国立保健医

療科学院倫理審査委員会において審査・承

認が得られている（承認番号 NIPH-IBRA# 

12083）。 

表 1 自治体の規模 

カテゴリー名 該当数 % 

政令指定都市・特別

区 20 3.2 

中核市・特例市 35 5.6 

市（10 万人以上） 78 12.6 

市（10 万人未満） 242 39.0 

町村 232 37.4 

不明 14 2.3 

全体 621 100.0 

 

 「地域ケア会議」主管課が担当して

いる割合は、「地域包括支援センター

の管理」は９割弱、「介護予防事業」

85.0％、「認知症ケア」も８割近く、

「医療介護連携」、その他の「高齢者

福祉事業」も３分の２前後となってい

る。介護保険給付に関するものとして、

「介護保険の給付適正化に関する事業

（ケアプランチェック等）」54.1％、

「介護保険の給付分析」44.6％、地域

全体の介護福祉計画に関するものとし

て「介護保険事業計画の策定」58.6％、

「地域福祉計画の策定」20.8％であっ

た。保健・医療部門もあわせて管轄し

ている割合は少なく、「特定健診・特

定保健指導」14.2％、「健康増進計画

の策定」12.1％、「国民健康保険事業」

6.8％であった（表2）。 

 

表 2 「地域ケア会議」主管課担当事業

(ＭＡ) 



 4 
 

カテゴリー名 該当数 % 

地域包括支援センターの

管理 553 89.0 

介護保険の給付適正化に

関する事業 336 54.1 

介護保険の給付分析 277 44.6 

介護予防事業 528 85.0 

医療介護連携 426 68.6 

認知症ケア 490 78.9 

高齢者福祉事業 407 65.5 

介護保険事業計画の策定 364 58.6 

地域福祉計画の策定 129 20.8 

特定健診・特定保健指導 88 14.2 

健康増進計画の策定 75 12.1 

国民健康保険事業 42 6.8 

不明 22 3.5 

全体 621 100.0 

１．「地域ケア会議の運営体制」 

地域包括支援センターの運営形態に

関して、直営のセンターは416箇所、う

ち「基幹型」 1は96箇所であった。委託

型のセンターは1438箇所、うち「基幹

型」は47箇所であった。 

ひとつの日常生活圏域ごとの高齢者

人口は、１万人未満が３分の２、1万人

～3万人未満が4分の１程度である。 

地域ケア会議の開催状況は、「地域

ケア個別会議」（個別ケースの検討を

行うタイプ）は85.2％が開催しており、

そのうちの3分の2は不定期開催である

（表3）。 

「地域ケア推進会議」(市町村レベル

で地域課題を検討するタイプ)は、「開

催なし」58.0％、「開催あり」38.5%と、

開催されていない自治体も4割近くに

上っていた（表4）。 

 

表 3「地域ケア個別会議」 開催状況 

カテゴリー名 該当数 % 

開催なし 83 13.4 

概ね不定期に開催 355 57.2 

概ね定期的に開催 174 28.0 

不明 9 1.4 

全体 621 100.0 

 

 

表 4「地域ケア推進会議」 開催状況  

カテゴリー名 該当数 % 

開催なし 360 58.0 

                                                  
1基幹型：地域包括支援センターで行う事業のほか、
自治体内の地域包括支援センターの機能の強化を
図るために必要な事業（他の地域包括支援センタ
ーの統括、監督・指導や連携調整等やバックアッ
プ等）を行うことがセンター機能として位置づけ
られている地域包括支援センター。 
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開催あり 239 38.5 

不明 22 3.5 

全体 621 100.0 

 

 

２．「個別ケース検討タイプの地域ケ
ア会議におけるアセスメント情報の標
準化と共有、保健医療情報の把握実態、
保健医療データベース（KDB含む）の認
知と活用」 

個別ケース検討は、「困難ケース中

心」が74.1％と多くを占めた（表5）。 

における「保健医療面の情報」の共

有は、「概ね共有有」の割合は全体の

66.5％（「不明」を除いた場合は76.9％）

であった。「おおむね共有なし」の自

治体も20％程度あった（表6）。 

「おおむね共有あり」と回答した自

治体のうち、共有している情報の内訳

（複数回答）をみると（表7）、「現病

歴」92.2%、「通院状況」90.5%、「既

往歴」88.3％、「服薬状況」85.2%、「本

人の主訴」83.0％など、病歴や通院服

薬状況はほとんどの自治体で把握して

いた。これに対し、「主治医の情報」

65.0%、「主治医意見書」32.8%など、

主治医に関する情報は共有されていな

いことも多かった。「特定健診・特定

保健指導の情報」は3.6%と、ほとんど

活用されていなかった。 

表 5 扱う対象（ケース）の選定基準(ＭＡ) 
カテゴリー名 該当数 % 

重症化予防ケース

中心 35 5.6 

要介護認定の高い

ケース中心 6 1.0 

医療依存度の高い

ケース中心 18 2.9 

認知症ケース中心 77 12.4 

困難ケース中心 460 74.1 

その他 61 9.8 

不明 82 13.2 

全体 621 100.0 

 

 6 個別ケースの「保健医療面の情報」の

共有の有無 

カテゴリー名 該当数 % 

おおむね共有あり 413 66.5 

おおむね共有なし 124 20.0 

不明 84 13.5 

全体 621 100.0 

 

表 7 「保健医療面の情報」で概ね共有し

ている情報(ＭＡ) 

カテゴリー名 該当数 % % 

本人の主訴 342 55.1 83.0 

主治医の情報 268 43.2 65.0 

主治医意見書 135 21.7 32.8 

現病歴 380 61.2 92.2 

既往歴 364 58.6 88.3 

通院状況 373 60.1 90.5 

服薬状況 351 56.5 85.2 

特定健診・特

定保健指導の

情報 15 2.4 3.6 

その他 26 4.2 6.3 

不明 1 0.2   

非該当 208 33.5   

全体 621 100.0 100.0 
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個別ケース検討レベルの地域ケア会

議における国保データベース（KDB）の

認知と活用状況・活用意向をみてみる。

KDB から個別ケースの保健医療面の情報を

閲覧・利用できることについて、「知ってい

る」と回答したのは全体の 4 割弱であった

（表 8）。地域ケア個別会議で、KDB が「活

用されたことがある」と回答したのは 8 自

治体のみであり、全体の 1.3％、KDB を「知

っている」と回答した自治体に限っても

3.3％のみであった（表 9）。地域ケア個別

会議における KDB 活用の関心については、

61.7％（「不明」を除けは 73.0％）が関心

を持っている。しかし、具体的な、情報活

用のイメージがあるのは、そのうちの約 3

分の１であり、3 分の 2 は関心があるが、

情報活用のイメージは持っていない状況で

ある（表 10）。 

 

表 8 KDB から個別ケースの保健医療面の情

報を閲覧・利用できることを知っているか   

カテゴリー名 該当数 % % 

知っている 241 38.8 45.6 

知らない 288 46.4 54.4 

不明 92 14.8   

全体 621 100.0 100.0 

表 9 地域ケア個別会議での KDB 活用状況 

カテゴリー名 該当数 % % 

活用されたこと

がある 8 1.3 3.3 

活用されたこと

はない 226 36.4 94.6 

分からない 5 0.8 2.1 

不明 2 0.3   

非該当 380 61.2   

全体 621 100.0 100.0 

 

表 10 地域ケア個別会議での KDB 活用に対

する関心   

カテゴリー名 該当数 % % 
関心がある（活用

イメージあり） 128 20.6 24.4 
関心がある（活用

イメージなし） 255 41.1 48.6 

あまり関心がない 142 22.9 27.0 

不明 96 15.5   

全体 621 100.0 100.0 

 

 

３．地域支援事業の取組状況 

地域包括ケアシステム構築にむけた

各市町村の最も重点的な取り組みにつ

いて、「これまでの3年間」と「今後3

年間」をみてみる。最も割合が多かっ

た上位３つは、「これまでの3年間」で

は「介護予防」40.3％、「認知症施策」

19.5％、「地域ケア会議」15.8％であ

り、「今後3年間」では「認知症施策」

27.9％、「介護予防」22.9％、「医療・

介護連携」16.9％となった。「認知症

施策」「医療・介護連携」を最重点課

題とする自治体の割合が増加した。 

それぞれの事業が対象とする課題

（地域の課題または住民の生活課題
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等）の把握分析を、何らかの客観的な

情報・データ等を用いて実施している

かどうか、既存データを活用した把握

分析の有無 2、独自データによる把握分

析の有無 3の結果を一覧にまとめた（表

11）。課題の把握分析におけるデータ

活用が比較的進んでいるのは、介護予

防と認知症施策であった。介護予防施

策では、回答自治体の3分の２が既存デ

ータを活用していたほか、4割以上の自

治体で、独自データを用いた課題の把

握分析も実施していた。これに対し、

データ活用が進んでいないのは、医

療・介護連携、および生活支援であり、

医療・介護連携において既存データの

活用による課題の把握分析を実施して

いるのは23.7％、独自データの活用は

17.2％にとどまった。 

 

                                                  
2 「既存データ」とは、国や都道府県に報告する
ことや自治体による実施が法制度上義務付けられ
ている調査等のデータや、国や県で整備している
データを言う。（例） 要介護認定調査、介護保険
事業状況報告、日常生活圏域ニーズ調査（基本チ
ェックリスト）等 
3 「独自データ」とは、上記の「既存データ」以
外で、自治体において、独自に作成した調査票（項
目）・帳票等により収集作成したデータを言う。
（例）認知症の方（または 2 次予防対象者、介護
度の軽度な者）のアセスメント票、日常生活圏域
ニーズ調査（独自項目）、在宅療養支援診療所の実
施体制一覧表 等 

表 11 各取り組みにおける、課題の把握分

析におけるデータ活用の有無 

  

  

既存 

データ 

独自 

データ 

医療・介護

連携  

あり 23.7 17.2 

なし 69.2 73.3 

  不明 7.1 9.5 

認知症施策 あり 52.5 29.3 

  なし 41.4 62.2 

  不明 6.1 8.5 

生活支援 あり 29.1 29.5 

  なし 62.8 61.0 

  不明 8.1 9.5 

介護予防 あり 66.6 41.9 

  なし 33.4 49.4 

  不明 4.4 8.7 

 

 

４．「地域課題の検討タイプの地域ケ

ア会議における客観的情報・データ

の参照状況」 

地域ケア推進会議（市町村レベルで

地域課題を検討するタイプ）において、

地域全体の課題を検討する際に、何ら

かの統計や調査、帳票などから集計し

た何らかの客観的な情報・データ等を

参照しているかどうか、把握した。 

会議を開催し、かつ、そこで客観的

な情報・データ等を参照した地域課題

の把握分析を実施しているのは92自治

体であり、回答自治体の14.8％（会議

未開催等の不明分を除くと29.4％）に

とどまっていた（表12）。 

「参照している」と回答した自治体

（Ｎ＝92）について、取り組み別の参

照状況を把握したところ、「医療・介

護連携」38.0％、「認知症施策」55.4％、

「生活支援」47.8％、「介護予防」59.8％
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と、医療・介護連携では、課題把握分

析におけるデータ参照の割合が相対的

に低い状況であった（表13）。 

 

表 12 地域ケア推進会議での客観的な情

報データの参照の有無      

カテゴリー名 該当数 ％ % 

参照している 92 14.8 29.4 

特に参照していない 221 35.6 70.6 

不明[未開催含] 308 49.6   

全体 100.0 100.0 

 

表 13 客観的データ参照自治体（N＝92）

の取組み別の参照状況 

 参照あり 参照なし 不明 

医療・介護

連携 
38.0% 44.6% 17.4

% 

認知症施策 55.4% 31.5% 13.0

% 

生活支援 47.8% 35.9% 16.3

% 

介護予防 59.8% 26.1% 14.1

% 

 

地域課題の検討レベルの地域ケア会

議における国保データベース（KDB）の

認知と活用状況・活用意向をみてみる。

KDB から地域ごとに保健医療面の情報を入

手できることについて、「知っている」と回

答したのは全体の約 3割であった（表 14）。

そのうち、地域ケア推進会議で、KDB デー

タが資料として提供されたことが「あった」

と回答したのは 7 自治体（調査回答自治体

の 1.1％）のみであった（表 15）。地域ケ

ア推進会議における KDB 活用の関心につい

ては、51.2％（「不明」を除けは 75.5％）

が関心を持っている。しかし、具体的な、

情報活用のイメージがあるのは、関心のあ

るもののうちの 3分の１強であり、3分の 2

弱は関心があるが情報活用のイメージは持

っていない状況にあった（表 16）。 

最後に、地域包括ケアシステム構築の推進

における KDB データの活用に対する制約に

ついても尋ねた。「大きな制約」ないし「一

定の制約」のあるものが全体の約 1 割、制

約について「検討中」が 3.9％、「とくに制

約はない」が 16.7％、「検討していない」

が 64.1％となった（表 17）。 

地域包括ケアに KDB を活用する場合の個

人情報保護等の制約について、検討に着手

していない自治体が多数をしめており、現

状において制約なく利用できる自治体は 2

割に達していなかった。 

 

表 14 KDB で地域ごとに保健医療面の情報

を入手できることを知っているか 

カテゴリー名 該当数 % % 

知っている 191 30.8 46.9 

知らない 216 34.8 53.1 

不明 214 34.5   

全体 621 100.0 100.0 
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表 15 地域ケア推進会議で KDB データが資

料として提供されたか      

カテゴリー名 該当数 % 

あった 7 3.7% 

なかった 171 89.5% 

分からない 7 3.7% 

不明 6 3.1% 

全体 191 100.0 

 

表 16 地域ケア推進会議での KDB 活用への

関心    

カテゴリー名 該当数 % % 
関心がある（活用イ

メージあり） 112 18.0 26.6 
関心がある（活用イ

メージなし） 206 33.2 48.9 

あまり関心がない 103 16.6 24.5 

不明 200 32.2   

全体 621 

100.

0 

100.

0 

 

表 17 KDB データの活用における制約  

カテゴリー名 該当数 % 

課内での利用に大きな制

約がある（業務に使用す

ることはほとんどできな

い） 19 3.1 

課内での利用に一定の制

約がある（KDB の一部の

活用または時宜を得た活

用ができない） 40 6.4 

課内での利用に関する制

約の内容や程度について

検討中 24 3.9 

とくに制約はない 104 16.7 

課内での利用の制約に関

して検討していない 398 64.1 

不明 36 5.8 

全体 621 100.0 

 

 

Ｄ．考察 および Ｅ．結論 

実態調査の結果、以下のような状況が確

認された。 

 個別ケース検討レベルの地域ケア会議

に関して、ほとんどの自治体で会議が

開催されている。そこでの保健医療情

報の共有に関しては、概ねなされてい

るが、共有されていない自治体も 2 割

程度と無視できない割合に上っている。

また、共有内容に関して、主治医との

情報共有に課題があること、特定健

診・特定保健指導の情報はほぼ活用さ

れていないことが明らかとなった。 

 地域課題検討レベルの地域ケア会議に

関しては、開催は 4 割程度にとどまっ

ていた。地域課題の把握分析に客観的

データを参照しているのは、そのうち

3割未満と非常に限られていた。 

 地域支援事業におけるエビデンスデー

タ活用について、課題の把握分析にお

けるデータ活用が比較的進んでいるの

は、介護予防と認知症施策であった。

これに対し、データ活用が進んでいな

いのは、医療・介護連携および生活支

援であった。 

 KDB の活用について、個別ケース検討

レベルにせよ、地域課題の検討レベル

にせよ、地域ケア会議における活用は、

現時点で、ほとんどなされていなかっ

た（621 自治体中 10 自治体未満）。ま

た、自治体の約半数は「関心はあるが

活用イメージわかない」状況であった。

個人情報活用の制約については、制約

がないという回答は 2 割未満であり、

多くが未検討であり、有効に活用でき
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る条件整備が現状では整っていないこ

とも明らかとなった。 

 

本研究では、地域包括ケアシステム構築

にむけた重要な仕組みである「地域ケア会

議」におけるエビデンスデータ活用の実態

に関する初の全国調査を実施した。 

地域包括ケアシステム構築にむけた自治体

の政策形成プロセスにおいて、「地域ケア会

議」は、「個別ケースにおける課題分析」の

集積と「地域課題の把握検討」を通じ、ロ

ーカルガバナンスの流れを作り出す媒介的

機能を担うものとして、その役割に国レベ

ルでは期待が寄せられている。 

しかし、実際には、「地域ケア会議」を活

用した自治体の政策形成プロセスは、とり

わけ「地域課題の検討レベル」での機能が

十分に発揮されておらず、また、エビデン

スデータの活用が普及していない状況が確

認された。 

特に、医療・介護連携の分野でのデータ

活用は今後の課題であり、エビデンスデー

タ活用に関する具体的手法の提示等、自治

体へのサポートが必要（KDB 等のナショナ

ルデータベースの活用を含め）であること

が明らかにされた。 

なお、本研究の限界としては、回答自治

体が3分の１程度でその4分の 3が 10万人

以下の小規模自治体であったことによる、

回答の偏り等が考えられる。そのまま全国

自治体の状況として普遍化するには注意を

要する。 

また、分析は、実態把握の単純集計の記

述統計レベルの把握に留まっている点があ

げられる。地域包括支援センターの運営体

制や地域ケア会議の開催形態・開催状況や

地域支援事業の取り組み状況と、地域ケア

会議における「保健医療データベースの認

知や客観的情報・データの参照状況との関

連等を、クロス集計等により把握すること

により、より詳細な実態分析を進める必要

がある。さらに、個別ケースの分析検討や

地域課題の把握分析において、どのような

データを具体的に利用しているかに関する

自由記載部分の分析を、今回は実施してい

ない。 

これらをふまえた追加的分析により、情

報マネジメントレベルでの保健や地域包括

ケアシステム構築の状況や課題が、質的に

も深められるはずである。こうした点につ

いて、次年度さらなる分析を進めたい。 

 
Ｆ．健康危険情報 
特になし 


